
 

 

 

 

 

 

 

第３回広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の 

促進に関する条例検討委員会の開催結果について 
 

 

１ 要旨・目的 

広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例案の作成にあたり，

有識者や関係団体の代表者等で構成する第３回検討委員会を開催したので，その結果を報

告する。 

 

２ 現状・背景 

県民が安心して暮らし，活力ある地域社会の実現に向け，自転車の活用の推進や安全で

適正な利用促進を総合的に図るため，広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の

促進に関する条例の制定を目指して検討を進めるにあたり，これまで２回の検討委員会を

開催し，パブリックコメントを実施してきたところである。 

 

３ 概要 

(1)  対象者 

－ 

(2)   事業内容（実施内容）    

ア 第３回検討委員会開催概要 

開催形式：書面開催 

その他：資料は，県 HPで公開予定 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/97/jitennsyajyoureikenntou.html 

イ 主な意見 

・条例内容の周知に当たっては，わかりやすい広報・啓発について工夫してはどう

か。 

・自転車損害保険等の加入義務化の周知については，自転車販売店と学校での周知が

効果的であると考える。 

・幼児のヘルメット及びシートベルトの着用に加え，すべての自転車利用者に対し，

ヘルメットの着用を努力義務として規定してはどうか。 

(3)   スケジュール 

９月  議会上程 

(4)  予算（国庫・単県） 

－ 

(5)  今後の対応 

条例の内容について，効果的な広報・啓発ができるよう，準備を進めていく。 
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